和解契約書（分割払いの場合）

　被害者　　　　　　（以下、甲という。）と加害者　　　　　　　　（以下、乙という。）は、平成　　年　　月　　日、　　　県　　　　　　　　　　　　において、乙が、甲に衝突した事故（以下、本件事故という。）に関し、次のとおり合意する。

第１条（解決金）

　乙は、本件事故の一切の解決金として、甲に対し、金　　　　万　　　　　円の支払義務のあることを認める。

第２条（支払）

　　乙は、前条記載の額につき、甲の指定する普通預金口座（★★銀行★★支店、口座番号３００００００）あてに振込む方法で、次のとおり分割して支払う。なお、振込費用は乙の負担とする。

　　平成　　年　　月　　日限り、金　　　　　　　　　　円

　　平成　　年　　月　　日限り、金　　　　　　　　　　円

　　平成　　年　　月　　日限り、金　　　　　　　　　　円

第３条（期限の利益の喪失）

　　乙が前条の支払を怠り、その遅滞額が金　　　　　円を超えた場合、乙は当然に期限の利益を失い、乙は、かかる残債権に対し支払済みまで年１４．６％の割合による損害金を支払う。

第４条（清算）

　１　甲は、乙に対するその余の請求を放棄する。

　２　甲と乙は、本和解契約書に定める他に一切債権債務のないことを相互に確認する。

第５条（誠実協議）

　１　本和解契約書に定めのない事項については、甲乙が誠実に協議して解決するものとする。

　２　本和解契約及び本件事故に関し、万一訴訟により争いとなる場合は、　　　地方裁判所を第１審の選択的管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため、本書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保持するものとする。

平成　　　年　　月　　日

　　甲：　（住　　所）

　　　　　（氏　　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　乙：　（住　　所）

　　　　　（氏　　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

� 本件のような「後払い」解決の場合は、債務者が本当に最後まで払うのかが問題となります。この点、「公正証書」を作成すること（債務不履行の場合は強制執行を認諾する旨の記載があれば、裁判をしなくても強制執行できる）や、担保（物的担保（不動産など）や人的担保（保証人））を徴収すること等を検討してみるべきです。


� このような定め方の場合、例え遅滞が発生しても、定めた額を超えなければ遅延損害金は発生しないということになります。通常は１日でも遅滞が発生すれば遅延損害金（法定利率なら５％または６％）が発生しますが、極微額の遅滞であれば損害金は要らないという考え方であれば、このような定め方で良いのではないかと思います。





